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令和3年8月1日更新 

厚生労働省は令和3年8月1日、雇用保険の賃金日額・基本手当日額の上限額改定を行い

ました。また、厚生労働省は、今回の改定に先立つ平成31年3月18日、雇用保険の賃金日

額・基本手当日額の上限額改定を行い、調査方法に不適切な取扱いのあった毎月勤労統計

調査の再集計値等を踏まえ、平成31年3月18日以後の支給対象期間から、現受給者に対

し、本来もらえるべき額での支給を開始しています。同日前の支給対象期間については、

現受給者については、4月から6月頃にかけて、また、過去の受給者については、11月以後

に、追加給付が順次実施されています。 

※ 厚生労働省発行のリーフレット「現在、雇用保険の基本手当を受給している皆様へ」 

※ 厚生労働省発行のリーフレット「雇用保険関係の給付を受給していた皆様へ」 

※ 改定された額については、(赤字(一部、R2.3.1からの再改定額も含む))強調していま

す。 

※ なお、(青字(一部、R2.3.1からの改定額も含む))は令和1年8月1日からの変更額です。 

※ また、(緑字(一部、R3.2.1からの改定額も含む))は令和2年8月1日からの変更額です。 

※ さらに、(茶字)は令和3年8月1日からの変更額です。 

【30歳未満】 

● 賃金日額上限13,500(13,510)(13,630)(13,700➣R3.2.1から13,690)(13,520)円・同下

限2,480(2,500)(2,574)(2,577)円 

● 基本手当日額上限6,750(6,755)(6,815)(6,850➣R3.2.1から6,845)(6,760)円(50%)・同

下限1,984(2,000)(2,059)(2,061)円(80%) 

 

賃金日額2,480(2,500)(2,574)(2,577)円以上4,970(5,010)(5,030)(4,970)円未満 

    ➣基本手当日額(80%) 

https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_4_8.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_4_9.pdf
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賃金日額4,970(5,010)(5,030)(4,970)円以上12,210(12,220)(12,330)(12,390)(12,240)

円以下 

➣基本手当日額(80%から50%の範囲) 

賃金日額12,210(12,220)(12,330)(12,390)(12,240)円超

13,500(13,510)(13,630)(13,700➣13,690)(13,520)円以下 

➣基本手当日額(50%) 

賃金日額13,500(13,510)(13,630)(13,700➣ R3.2.1から13,690)(13,520)円(上限額)超 

➣基本手当日額6,750(6,755)(6,815)(6,850➣ R3.2.1から6,845)(6,760)円(上限額) 

 

【30歳以上45歳未満】 

● 賃金日額上限14,990(15,010)(15,140)(15,210)(15,020)円・同下限

2,480(2,500)(2,574)(2,577)円  

● 基本手当日額上限7,495(7,505)(7,570)(7,605)(7,510)円(50%)・同下限

1,984(2,000)(2,059)(2,061)円(80%) 

 

賃金日額2,480(2,500)(2,574)(2,577)円以上4,970(5,010)(5,030)(4,970)円未満 

➣基本手当日額(80%) 

賃金日額4,970(5,010)(5,030)(4,970)円以上12,210(12,220)(12,330)(12,390)(12,240)

円以下 

➣基本手当日額(80%から50%の範囲) 

賃金日額12,210(12,220)(12,330)(12,390)(12,240)円超

14,990(15,010)(15,140)15,210)(15,020)円以下 



3 
 

➣基本手当日額(50%) 

賃金日額14,990(15,010)(15,140)(15,210)(15,020)円(上限額)超 

➣基本手当日額7,495(7,505)(7,570)(7,605)(7,510)円(上限額) 

 

【45歳以上60歳未満】 

● 賃金日額上限16,500(16,520➣R2.3.1から16,510)(16,670➣R2.3.1から

16,660)(16,740)(16,530)円・同下限2,480(2,500)(2,574)(2,577)円  

● 基本手当日額上限8,250(8,260➣ R2.3.1から8,255)(8,335➣ R2.3.1から

8,330)(8,370)(8,265)円(50%)・同下限1,984(2,000)(2,059)(2,061)円(80%) 

 

賃金日額2,480(2,500)(2,574)(2,577)円以上4,970(5,010)(5,030)(4,970)円未満 

➣基本手当日額(80%) 

賃金日額4,970(5,010)(5,030)(4,970)円以上12,210(12,220)(12,330)(12,390)(12,240)

円以下 

➣基本手当日額(80%から50%の範囲) 

賃金日額12,210(12,220)(12,330)(12,390)(12,240)円超16,500(16,520➣ R2.3.1から

16,510)(16,670➣ R2.3.1から16,660)(16,740)(16,530)円以下 

➣基本手当日額(50%) 

賃金日額16,500(16,520➣ R2.3.1から16,510)(16,670➣ R2.3.1から16,660 

)(16,740)(16,530)円(上限額)超 

➣基本手当日額8,250(8,260➣ R2.3.1から8,255)(8,335➣ R2.3.1から8,330 

円)(8,370)(8,265)円(上限額) 
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【60歳以上65歳未満】 

● 賃金日額上限15,740(15,750)(15,890)(15,970)(15,770)円・同下限

2,480(2,500)(2,574)(2,577)円  

● 基本手当日額上限7,083(7,087)(7,150)(7,186)(7,096)円(45%)・同下限

1,984(2,000)(2,059)(2,061)円(80%) 

 

賃金日額2,480(2,500)(2,574)(2,577)円以上4,970(5,010)(5,030)(4,970)円未満 

➣基本手当日額(80%) 

        賃金日額4,970(5,010)(5,030)(4,970)円以上10,980(10,990)(11,090)(11,140)(11,000)

円以下 

➣基本手当日額(80%から45%の範囲) 

        賃金日額10,980(10,990)(11,090)(11,140)(11,000)円超

15,740(15,750)(15,890)(15,970)(15,770)円以下 

➣基本手当日額(45%) 

        賃金日額15,740(15,750)(15,890)(15,970)(15,770)円(上限額)超 

➣基本手当日額7,083(7,087)(7,150)(7,186)(7,096)円(上限額) 
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厚生労働省は令和3年8月1日、雇用保険の賃金日額・基本手当日額の上限額改定を行い

ました(当該改定を踏まえ、下記の雇用継続給付に係る支給限度額等も改定されていま

す)。また、厚生労働省は、今回の改定に先立つ平成31年3月18日、雇用保険の賃金日額・

基本手当日額の上限額改定(当該改定を踏まえ、下記の雇用継続給付に係る支給限度額等

も改定されています)を行い、調査方法に不適切な取扱いのあった毎月勤労統計調査の再

集計値等を踏まえ、先ずは、育児休業給付と介護休業給付については、平成31年3月18日

以後を初日とする支給単位期間から、現受給者に対し、本来もらえるべき額での支給を開

始しています。 

※ 厚生労働省発行のリーフレット「現在、雇用保険の育児休業給付、介護休業給付を受給

している皆様へ」 

※ 改定された額については、赤字(一部、R2.3.1からの再改定額も含む)強調していま

す。 

※ なお、(青字(一部、R2.3.1からの改定額、R3.2.1からの改定額も含む))は令和1年8月1

日からの変更額です。 

※ また、(緑字(一部、R3.2.1からの改定額も含む))は令和2年8月1日からの変更額です。 

※ さらに、(茶字)は令和3年8月1日からの変更額です。 

 

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)の算出根拠について 

 

【高年齢雇用継続給付】 

● 高年齢雇用継続給付の支給限度額(359,899円➣360,169円(R2.3.1から360,163円)➣

363,359円(R2.3.1から363,344円)(R3.2.1から363,339円)➣365,114円(R3.2.1から365,055

円))➣360,584円) 

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は支給対象月

に支給された賃金の額がみなし賃金日額(高年齢雇用継続基本給付金の場合には、60歳

に達した日を離職の日とみなして算定した賃金日額を使用するため)・賃金日額(高年

齢再就職給付金の場合には、実際に離職して基本手当の支給を受けていることが要件

で、実際の賃金日額を使用するため)に30を乗じて得た額の75/100未満となった場合に

支給されるものである。なお、当該支給限度額 359,899円(360,169円(R2.3.1から

360,163円))(363,359円(R2.3.1から363,344円) (R3.2.1から363,339円))(365,114円(R3.2.1

から365,055円))(360,584円)は、下記の60歳到達時等の賃金月額の上限額である 

472,200(472,500)(476,700)(479,100)(473,100)円の76%相当となっています。 

https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_4_10.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_4_10.pdf
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● 高年齢雇用継続給付の最低限度額(1,984円➣2,000円➣2,059円➣2,061円) 

基本手当日額の下限額と同じです。 

● 60歳到達時等の賃金月額上限額(472,200円➣472,500円➣476,700円➣479,100円➣473,100

円)➣60歳到達時等の賃金月額が上限額超の場合については、実際の賃金月額ではな

く、当該上限額を用いて支給額を算定します。 

(60歳到達時等の賃金月額上限額の算出根拠) 

基本手当に係る離職時の年齢層が60～64歳である場合の賃金日額の上限額である 

15,740(15,750)(15,890)(15,970)(15,770)円×30日

=472,200(472,500)(476,700)(479,100)(473,100)円 

● 60歳到達時等の賃金月額下限額(74,400円➣75,000円➣77,220円➣77,310円)➣60歳到達

時等の賃金月額が下限額未満の場合については、実際の賃金月額ではなく、当該下限

額を用いて支給額を算定します。 

(60歳到達時等の賃金月額下限額の算出根拠) 

賃金日額の下限額である 2,480(2,500)(2,574)(2,577)円×30日

=74,400(75,000)(77,220)(77,310)円 

 

【育児休業給付】 

● 育児休業給付の支給限度額(301,299円➣301,701円➣304,314円➣305,721円➣301,902

円)(支給率67%の場合) 

(支給限度額の算出根拠) 

基本手当に係る離職時の年齢層が30～44歳である場合の賃金日額の上限額である

14,990(15,010)(15,140)(15,210)(15,020)円×30日

×67/100=301,299(301,701)(304,314)(305,721)(301,902)円 

● 育児休業給付の支給限度額(224,850円➣225,150円➣227,100円➣228,150円➣225,300

円)(支給率50%の場合) 

(支給限度額の算出根拠) 

基本手当に係る離職時の年齢層が30～44歳である場合の賃金日額の上限額である

14,990(15,010)(15,140) (15,210)(15,020)円×30日

×50/100=224,850(225,150)(227,100)(228,150)(225,300)円 

● 休業開始時賃金月額上限額の算出根拠 

基本手当に係る離職時の年齢層が30～44歳である場合の賃金日額の上限額である

14,990(15,010)(15,140)(15,210)(15,020)円×30日

=449,700(450,300)(454,200)(456,300)(450,600)円 
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(休業開始時の賃金月額が上限額超の場合) 

実際の賃金月額ではなく、当該上限額を用いて支給額を算定します。 

● 休業開始時賃金月額下限額の算出根拠 

賃金日額の下限額である2,480(2,500)(2,574)(2,577)円×30日

=74,400(75,000)(77,220)(77,310)円 

(休業開始時の賃金月額が下限額未満の場合) 

実際の賃金月額ではなく、当該下限額を用いて支給額を算定します。 

 

【介護休業給付】 

● 介護休業給付の支給限度額(331,650円(332,052円➣R2.3.1から331,851円)(335,067円➣ 

R2.3.1から334,866円)(336,474円)(332,253))(支給率67%) 

介護休業給付金はH28.8.1から、その支給率が 67/100となり、また、賃金日額の上限

額の対象も離職時の年齢層30～44歳から45～59歳に変更されています。 

(支給限度額の算出根拠) 

基本手当に係る離職時の年齢層が45～59歳である場合の賃金日額の上限額である 

16,500(16,520➣ R2.3.1から16,510)(16,670➣ R2.3.1から16,660)(16,740)(16,530)円×

30×67/100=331,650(332,052➣R2.3.1から331,851)(335,067➣ R2.3.1から

334,866)(336,474)(332,253)円 

● 休業開始時賃金月額上限額の算出根拠 

基本手当に係る離職時の年齢層が45～59歳である場合の賃金日額の上限額である 

16,500(16,520➣ R2.3.1から16,510)(16,670➣ R2.3.1から16,660)(16,740)(16,530)円×30 

日=495,000(495,600➣ R2.3.1から495,300)(500,100➣ R2.3.1から

499,800)(502,200)(495,900)円 

(休業開始時の賃金月額が上限額超の場合) 
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実際の賃金月額ではなく、当該上限額を用いて支給額を算定します。 

● 休業開始時賃金月額下限額の算出根拠 

基本手当に係る離職時の年齢層が45～59歳である場合の賃金日額の下限額である 

2,480(2,500)(2,574)(2,577)円×30日=74,400(75,000)(77,220)(77,310)円 

(休業開始時の賃金月額が下限額未満の場合) 

実際の賃金月額ではなく、当該下限額を用いて支給額を算定します。 

 

<追加給付の対象となる場合の事例(育児休業給付の場合)> 

(例) 初日が平成30年8月1日以後の支給単位期間の場合で、上限の場合、休業開始時

賃金月額が改定前の449,700円超となれば、平成31年3月18日以後の支給額は変更され、

過去に支給済の場合には追加給付が発生することになります。仮に、それが450,000円

であった場合には、改定後の額未満であるため、その実際の賃金月額での算定とな

り、追加給付等が発生することになります。仮に、それが460,000円であった場合に

は、改定後の額超となり、上限額である450,300円での算定となり、やはり、追加給付

が発生することになります。つまり、休業開始時賃金月額が改定前の449,700円以下の

場合には、追加給付は発生しないことになります。 

(例) 初日が平成28年8月1日以後の支給単位期間の場合で、下限の場合、休業開始時

賃金月額が改定後の69,000円未満となれば、平成31年3月18日以後の支給額は変更さ

休業開始時 

賃金月額 

平成28年8月〜 平成29年8月〜 平成30年8月〜 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

上限 424,500 424,800 447,300 447,600 449,700 450,300 

下限 68,700 69,000 74,100 74,100 74,400 74,400 
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れ、過去に支給済の場合には追加給付が発生することになります。つまり、休業開始

時賃金月額が改定後の69,000円以上の場合には、追加給付は発生しないことになりま

す。 

なお、平成29年8月1日以後及び平成30年8月1日以後の下限については、変更がないと

のことです。従って、追加給付は発生しないことになります。 


